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製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況について 
（２００７年度） 

 
2008 年 12 月 22 日 

日本製紙連合会 
 
１．製紙業界の違法伐採対策の経緯 
 
 2005 年 7 月に英国で開催されたグレーンイーグルズサミットにおいて、違法

伐採対策に対して具体的行動に取り組むことで先進各国が合意したところであ

る。これを受けて、わが国では、グリーン購入法の判断基準が改正され、政府

調達にあたって、2006 年 4 月以降は合法性が証明された木材を用いなくてはな

らないということになった。 
 
合法証明方法については、林野庁のガイドラインによって➀「森林認証によ

る方法」、➁「団体認定による方法」、➂「個別企業の独自の取り組みによる方

法」が示されているが、製紙業界としては、➂の「個別企業の独自の取り組み

による方法」を採用することとし、2006 年 4 月以降、日本製紙連合会の会員企

業は、それぞれの企業で独自の違法伐採対策に取り組んでいるところである。

（その実施にあたっては、適宜、➀の「森林認証による方法」や➁の「団体認

定による方法」を一部活用している。） 

 

なお、これに先立って、日本製紙連合会は、2006 年 3 月に「違法伐採問題に

対する日本製紙連合会の行動指針」を策定し、業界全体として違法伐採問題に

取り組んでいく姿勢を明確にしている。加えて、2007 年 3 月には、「環境に関す

る自主行動計画」を改定し、違法伐採対策を自主行動計画の一環として位置づ

けている。 

 

さらに、2007 年度からは、会員企業の自主的な取り組みに、客観性と信頼性

を担保するために、日本製紙連合会が会員企業の違法伐採対策をモニタリング

するとともに、その結果について学識経験者、消費者団体、監査法人関係者等

で構成される第３者委員会の指導、助言及び監査を求める「違法伐採対策モニ

タリング事業」を実施するなど、業界全体としての違法伐採対策のより一層の

レベルアップに努めている。 
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    監査委員会委員 

     東京大学大学院教授      永田 信氏 

     全日本文具協会        田端 勝利氏 

     グリーン購入ネットワーク   麹谷 和也氏 

     森林総合研究所        立花  敏氏 

     あらたサステナビリティ    野村 恭子氏 

 

 

２．製紙業界の原料調達の現状 

 

 わが国の 2007 年の紙・板紙合計の生産量は 3,127 万ｔ、製紙原料消費量は

3,165 万ｔであった。原料構成比で見ると、古紙が 1,945 万ｔで 61.4％、パル

プが 1,218 万ｔで 38.5％となっている。このうち、国産パルプが 1,016 万 t で

32.1％である。その内訳は、植林木チップ由来のパルプが 563 万ｔで 17.8％、

製材残材チップ由来のパルプが 247 万ｔで 7.8％、天然木チップ由来のパルプが

206 万ｔで 6.5％となっている。また、輸入パルプが 202 万ｔで 6.4％となって

いる。 

 

 

資料：日本製紙連合会資料、経済産業省統計、財務省「日本貿易月表」 

     注：天然木チップ由来のパルプ 6.5%のうち、 

        2.9％は、里山で生産された国産の天然林低質材パルプ、 

        2.7％は、森林認証を受けた輸入の天然林低質材パルプである。 

製紙原料消費量（２００７年）
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（１）古紙 

 

古紙の消費は、前年比 2.7％増の 1,945 万ｔとなり、6年連続で過去最高を更

新した。古紙の利用率も前年より 0.8 ポイント上昇し、過去最高の 61.4％を記

録した。日本製紙連合会は、「環境に関する自主行動計画」において、ゴミの減

量化や森林資源保全の観点から古紙の利用率を2010年度までに62％に高めると

いう目標を定め、古紙利用の拡大に努めている。古紙はリサイクルを図る観点

で環境にやさしい原料であるため、林野庁のガイドラインでは合法証明は必要

とされていない。なお、近年、古紙の中国への輸出が急増していたが、年後半

に減速傾向を示したことから、合計では 384 万ｔ、前年比 1.1％減と 8年振りの

マイナスとなった。なお、回収量 2,332 万ｔに対する輸出量の比率は 16.5％と

昨年より 0.5 ポイント減少した。 

 

古紙利用率（製紙原料に占める古紙の比率 ％）推移 

  90 年 95 年 00 年 04 年 05 年 06 年 07 年 

紙 25.2 26.7 32.1 37.2 37.5 38.1 40.1 

板 紙 85.6 87.6 89.5 92.4 92.6 92.7 92.4 

平 均 51.5 53.4 57.0 60.4 60.3 60.6 61.4 

資料：経済産業省「紙・パルプ統計」 

 

 

 

 

（２）パルプ材（国産パルプの原料） 

 

 パルプ材の消費は、前年比 0.7％増の 1,936 万ｔで、針葉樹 634 万ｔ、広葉樹

が 1,302 万ｔとなっている。 

 

針葉樹チップの輸入先は、豪州、アメリカ、カナダ、ニュージーランドなど

違法伐採のリスクが低い先進国を中心に 8 カ国となっているが、豪州、アメリ

カの 2カ国で 7割強を占めている。 

注:下図は国産(日本産)チップが含まれている 
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針葉樹チップの調達先（２００７年）

その他
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注：その他 3.7％の内訳は、フィジー1.8%、ブラジル 1.0%、チリ 0.5%、ロシア 0.4% 

 

広葉樹チップの輸入先は豪州、南アフリカ、チリ、ベトナムなど 14 カ国とな

っており、豪州、南アフリカ、チリの 3 カ国で 7.5 割を占めているが、そのほ

とんどが違法伐採の可能性が低い植林木チップである。 

 

注：その他 13.8%の内訳は、ブラジル 5.6%、タイ 1.7%、ウルグアイ 1.6%、アメリカ 1.5%、

マレーシア 1.3%、エクアドル 0.6%、中国 0.5%、インドネシア 0.4%、NZ0.3%、PNG0.3% 

広葉樹チップの調達先（２００７年）
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資料：日本製紙連合会

資料：日本製紙連合会
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針葉樹の材種は、国産、輸入ともに製材残材が主体で、その他は製材に利用

されない間伐材、病虫害材、解体材などの未利用材が多くなっている。製材残

材や未利用材は未利用資源の活用を図る観点で環境にやさしい原料であるため、

林野庁のガイドラインでは合法証明は必要とされていない。 

 

資料：日本製紙連合会 

 

 広葉樹の材種は、国産広葉樹では旧薪炭林等からの低質材がほとんどである。

また、輸入広葉樹では木材チップ用に造成されたユーカリ、アカシア等違法伐

採の可能性が低い原料用植林木が８割を占めている。 

 
資料：日本製紙連合会 

国産針葉樹(2007 年)
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（３）輸入パルプ 

 

  輸入パルプ（製紙用）の消費は、国産パルプの優先使用、円安、国際市況

の高騰などにより前年比 9.0％減の 202 万ｔとなっている。輸入パルプの輸入先

は、カナダ、アメリカ、ブラジル、ニュージーランドなど 34 カ国に及んでいる

が、カナダ、アメリカ、ブラジルの 3 カ国で 7 割近くを占めている。ブラジル

やニュージーランドからの輸入は開発輸入が主体である。近年、森林認証を取

得したパルプの輸入が増加している。 

パルプ輸入国のシェア(2007年)

カナダ

32 .5%

ブラジル

12 .3%

NZ

11 .4 %

インドネシア
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その他
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アメリカ
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注：その他の 4.5%の内訳は、スウェーデン 1.8%、フィンランド 1.3%、中国 0.3%、フィリピン 0.2%、ポルトガル 0.1%、

タイ 0.1%、ノルウェー0.1%、スペイン 0.1%、チュニジア 0.1%、チェコ 0.1%、イスラエル 0.1%、以下 ネパール、スワ

ジランド、ドイツ、オーストリア、南アフリカ、ルーマニア、ミャンマー、台湾、フランス、アルゼンチン、スリラン

カ、シンガポール、スイス、ベルギー、インド、ベトナムの 16 カ国で 0.2% 

 

３．製紙業界の違法伐採対策の実施状況 

 

日本製紙連合会の会員企業は、違法伐採対策を実施するにあたって、林野庁

のガイドラインで示された「個別企業の独自の取り組みによる方法」で対応し

ており、各企業の取り組みは企業によって異なっているが、共通している対応

としては、原料調達方針と合法証明システムの作成である。2008 年 11 月現在、

原料調達方針と合法証明システムを作成し、ホームページ等で公表している会

資料：財務省通関統計 
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員企業は下記の 15 社である。 

会 員 会 社 ＵＲＬ 

王 子 板 紙 株 式 会 社 http://www.ojipaper.co.jp/（王子製紙グループ） 

王 子 製 紙 株 式 会 社 http://www.ojipaper.co.jp/ 

王 子 特 殊 紙 株 式 会 社 http://www.ojipaper.co.jp/（王子製紙グループ） 

紀 州 製 紙 株 式 会 社 http://www.kishu.co.jp/ 

大 王 製 紙 株 式 会 社 http://www.daio-paper.co.jp/ 

中 越 パ ル プ 工 業 株 式 会 社 http://www.chuetsu-pulp.co.jp/ 

東 海 パ ル プ 株 式 会 社 http://www.tokai-pulp.co.jp/ 

日 本 製 紙 株 式 会 社 http://www.np-g.com/ 

日 本 大 昭 和 板 紙 株 式 会 社 http://www.nichidaiita.co.jp/（日本製紙グループ）

兵 庫 パ ル プ 工 業 株 式 会 社 http://hyogopulp.co.jp/ 

北 越 製 紙 株 式 会 社 http://www.hokuetsu-paper.co.jp/ 

丸 三 製 紙 株 式 会 社 http://www.marusan-paper.co.jp/（レンゴーグループ）

丸 住 製 紙 株 式 会 社 http://www.marusumi.co.jp/ 

三 菱 製 紙 株 式 会 社 http://www.mpm.co.jp/ 

レ ン ゴ ー 株 式 会 社 http://www.rengo.co.jp/ 

 

４．違法伐採対策モニタリング事業の実施結果 

 

 日本製紙連合会は、2008 年 7 月から 9 月にかけて、違法伐採対策を実施して

いる 15 社（グループの場合は代表会社。東海パルプ株式会社、レンゴー株式会

社は 2007 年度から、丸三製紙株式会社(レンゴーグループ)は 2008 年 6 月から

取り組みを開始）に対して、2007 年度の取り組みについて調査員による第 2 回

モニタリングを実施した。その結果の概要は以下のとおりである。 

 

・ 各社の違法伐採対策は、いずれも、各社の事情を踏まえながら、原料調達方
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針を策定するとともに、合法証明システムとしてサプライヤーと覚書等を締

結し、トレーサビリティレポートを提出してもらうなど、林野庁のガイドラ

インに基づき適切に実施されていた。 

・ 現地調査については、各社の事情に応じて様々な形で実施されているものの、

昨年は制度化についてまだ不十分な点が見られたが、今年はその結果を文書

化する企業が増えるなど、確実に制度化に取組む会社が増えてきた。 

・ 購入パルプ(輸入及び国産)については、輸入木材チップ、国産木材チップに

比べ、合法性の確認は行われているものの一部の書類が整わないなど、精度

の面で不十分な点が見られた。 

・ 国産木材チップについては、覚書等を締結し、トレーサビリティレポートを

提出してもらう取組を基本とする会社と木材チップ業者の団体認定による

合法性の証明を活用する事を基本としている会社があり、全体としてはよく

取組が行われていた。 

 

 さらに、2008 年 11 月 12 日に監査委員会を開催して、上記のモニタリング結

果を報告し意見を聴取した。その概要は以下のとおりである。 

 

・ 違法伐採対策に取組む企業が増加するとともに、その取組内容も充実するな

ど、昨年度よりも改善が図られていることを高く評価する。引続き、各社が

その精度を上げていく努力を継続することを期待する。 

・ 現地調査については、その結果を文書化する企業が増えるなど、制度化に向

けて一定の改善が見られるが、より一層の整備を図る必要がある。 

・ 購入パルプ(輸入及び国産)については、木材チップに比べると、依然として

確認の精度が不十分な点が見られるので、引続き改善を図ってほしい。 

・ 調査員がモニタリングを実施するにあたっては、チェックリストに基づいて

確認内容をより具体化するとともに、確認のレベルをより明確化し、次年度

以降の改善につながるよう工夫することが望ましい。 

 

 日本製紙連合会としては、違法伐採対策を実施している会員企業に対して、

調査員のモニタリング結果及び監査委員会の意見をフィードバックし、各社の

取り組みの改善に資することとしており、今後とも、違法伐採モニタリング事

業の実施を通じて業界全体としての違法伐採対策の一層の充実を図っていく考

えである。 
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５．植林事業の推進 

 

 適切な森林経営が行われている自社植林地から調達された植林木チップは、 

違法伐採が行われていない環境に配慮された原料である。このため、その調達

の拡大を目指して、わが国の製紙各社は、植林木伐採跡地の他、牧草地、荒廃

地等の無立木地において積極的に海外植林を推進しており、2007 年末時点でオ

セアニア、南米、アジア、アフリカの 8 ヶ国で 34 プロジェクト、45.8 万 ha に

達している。これによって、国内外で所有又は管理する植林面積は 60.8 万 ha

となっている。2007 年 9 月には「環境に関する自主行動計画」を改定し、2012

年度までに植林地を 70 万 ha へ拡大することとしている。 

 

 

資料：日本製紙連合会 

製紙会社の海外植林面積の推移
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６．森林認証の推進 

 

 持続可能な森林資源の育成とその木材利用の推進を図る森林認証を取得した

木材チップやパルプは、違法伐採が行われていない環境に配慮された原料であ

る。このため、わが国の製紙各社は、所有又は管理する自社林について FM（Forest 

Management）認証を積極的に取得するとともに、製品の製造、流通についても

CoC(Chain of Custody)認証を数多く取得している。国内の自社林については、

主に日本独自の森林認証である SGEC を、海外の自社林については国際的な森林

認証である FSC や PEFC(AFS；CERFLOR)を取得しており、2007 年現在で森林認証

を受けた自社林の面積は 60 万 ha にも達している。この結果、調達する木材チ

ップのうち、森林認証材の占める割合は 26％となっており、今後とも、その割

合を拡大していく考えである。 

製紙会社の海外植林地の

植林前の土地の状況
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資料：「海外産業植林センター」より
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森林認証取得面積(累計)の推移
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資料：日本製紙連合会資料 

注１：SGEC: Sustainable Green Eco System（緑の循環認証会議）  

２：FSC: Forest Stewardship Council（森林管理協議会） 

３：AFS: Australian Forestry Standard（オーストラリア林業基準；PEFC と相互承認） 

４：CERFLOR：Programa Nacional de Certificacan Florestal（ブラジルの森林認証 

プログラム；PEFC と相互承認） 

５：CERFLOR の部分は FSC を重複取得 

  

 

 

2007 年森林認証材の利用状況（木材チップ） 

  単位：千トン

  針葉樹材 広葉樹材 合計 

国  内 25 12 37

輸  入 323 4,754 5,077

総  計 348 4,766 5,114

（認証材率） （5％） （36％） （26％）

資料：日本製紙連合会資料  

注：認証材率は、調達量に対する認証材数量の比率 
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